
一
頁

○
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
九
号

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
四

条
、
第
六
条
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
九
条
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
十

六
条
第
二
項
並
び
に
第
四
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措

置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

厚
生
労
働
大
臣

小
宮
山
洋
子

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第

百
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
次
に
次
の
二
十
三
条
を
加
え
る
。

（
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
請
求
）

第
五
条

法
第
三
条
の
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
（
以
下
「
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
」
と
い



二
頁

う
。
）
及
び
法
第
七
条
の
訴
訟
手
当
金
（
以
下
「
訴
訟
手
当
金
」
と
い
う
。
）
の
支
給
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ

の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
請
求
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
署
名
又
は
記
名
押
印
し
た

請
求
書
を
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
（
以
下
「
支
払
基
金
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

請
求
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先

二

請
求
者
（
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
の
相
続
人
を
除
く
。
）
の
性
別
及
び
生
年
月
日

三

請
求
者
が
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
の
相
続
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者

の
氏
名
、
性
別
及
び
生
年
月
日

四

法
第
五
条
第
二
号
に
規
定
す
る
判
決
確
定
日
等
（
以
下
「
判
決
確
定
日
等
」
と
い
う
。
）

五

確
定
判
決
等
を
得
た
裁
判
所
名
、
裁
判
所
の
事
件
番
号
及
び
原
告
の
番
号
（
当
該
原
告
に
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合

に
限
る
。
）

六

振
込
み
を
希
望
す
る
金
融
機
関
の
名
称
及
び
口
座
番
号

七

請
求
年
月
日
及
び
請
求
金
額

八

代
理
人
に
よ
っ
て
請
求
す
る
と
き
は
、
当
該
代
理
人
に
委
任
し
た
事
項
、
当
該
代
理
人
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
又
は



三
頁

所
在
地
、
電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先
そ
の
他
必
要
な
事
項

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
そ
の
他
必
要
な
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
項
の
請
求
に
係
る
法
第
四
条
に
規
定
す
る
確
定
判
決
等
の
判
決
書
又
は
調
書
（
第
九
条
第
二
項
及
び
第
二
十
一
条
第

二
項
第
一
号
に
お
い
て
「
確
定
判
決
等
の
判
決
書
等
」
と
い
う
。
）
の
正
本
又
は
謄
本

二

住
民
票
の
写
し
そ
の
他
の
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

３

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
及
び
訴
訟
手
当
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
死
亡
し
た
者
に
支
給
す
べ
き
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
及
び
訴
訟
手
当
金
で
ま
だ
そ
の
者
に
支
給
し
て

い
な
か
っ
た
も
の
を
請
求
す
る
と
き
は
、
請
求
者
は
、
前
二
項
の
書
類
に
加
え
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
そ
の
他
必
要
な

書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
者
で
死
亡
し
た
も
の
（
次
号
に
お
い
て
「
給
付
金

支
給
前
死
亡
者
」
と
い
う
。
）
の
死
亡
の
事
実
及
び
死
亡
年
月
日
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二

請
求
者
と
給
付
金
支
給
前
死
亡
者
と
の
身
分
関
係
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
額
等
の
通
知
）



四
頁

第
六
条

支
払
基
金
は
、
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
及
び
訴
訟
手
当
金
を
支
給
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
請
求
者

に
対
し
、
そ
の
額
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

支
払
基
金
は
、
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
及
び
訴
訟
手
当
金
の
振
込
み
の
手
続
を
し
た
場
合
に
は
、
請
求

者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
病
態
等
の
基
準
）

第
七
条

法
第
六
条
第
二
項
の
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
病

態
等
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

死
亡

一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
医
学
的
知
見
に
基
づ
き
行
う
診
断
に
よ
り
、
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
に
起
因
し
て
死
亡

し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

二

肝
が
ん

次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

病
理
組
織
検
査
の
結
果
、
原
発
性
肝
が
ん
と
診
断
さ
れ
た
こ
と
。

ロ

病
理
組
織
検
査
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
は
、
医
師
の
診
断
書
（
原
発
性
肝
が
ん
の
病
態
に
齟
齬
が
な
い
結
果
が
記
載

さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
そ
の
他
必
要
な
資
料
に
よ
り
原
発
性
肝
が
ん
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。



五
頁

三

肝
硬
変
（
重
度
の
も
の
に
限
る
。
）

次
の
イ
及
び
ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

イ

次
の

又
は

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

（１）

（２）

病
理
組
織
検
査
の
結
果
、
肝
硬
変
と
診
断
さ
れ
た
こ
と
。

（１）

病
理
組
織
検
査
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
は
、
医
師
の
診
断
書
（
肝
硬
変
の
病
態
に
齟
齬
が
な
い
結
果
が
記
載
さ
れ

（２）
た
も
の
に
限
る
。
）
そ
の
他
必
要
な
資
料
に
よ
り
肝
硬
変
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

ロ

次
の

又
は

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

（１）

（２）

九
十
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
二
回
の
医
師
の
診
断
を
受
け
た
結
果
、
い
ず
れ
の
診
断
に
お
い
て
も
、
合
計
点
数

（１）
（
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
及
び
中
欄
に
掲
げ
る
状
態
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
項
目
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
付
し
た
点
数
の
合
計
を
い
う
。
以
下
こ
の

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
十
点
以

（１）

上
で
あ
っ
た
こ
と
（
当
該
二
回
の
診
断
の
間
に
、
合
計
点
数
が
十
点
未
満
の
診
断
が
あ
っ
た
場
合
を
除
く
。
）
。

項
目

状
態
等

点
数

肝
性
脳
症

な
し

一
点

軽
度
（
Ⅰ
・
Ⅱ
）

二
点



六
頁

昏
睡
（
Ⅲ
以
上
）

三
点

腹
水

な
し

一
点

軽
度

二
点

中
程
度
以
上

三
点

血
清
ア
ル
ブ
ミ
ン
値

三
・
五

超

一
点

g
/
dl

二
・
八

以
上
三
・
五

以
下

二
点

g
/
dl

g
/
dl

二
・
八

未
満

三
点

g
/
dl

プ
ロ
ト
ロ
ン
ビ
ン
時
間

七
〇

超

一
点

％

四
〇
％
以
上
七
〇

以
下

二
点

％

四
〇

未
満

三
点

％

血
清
総
ビ
リ
ル
ビ
ン
酸

二
・
〇

未
満

一
点

mg
/
dl

二
・
〇

以
上
三
・
〇

以
下

二
点

mg
/
dl

mg
/
dl

三
・
〇

超

三
点

mg
/
dl



七
頁

肝
臓
の
移
植
手
術
を
受
け
た
こ
と
。

（２）

四

肝
硬
変
（
重
度
の
も
の
を
除
く
。
）

前
号
に
掲
げ
る
肝
硬
変
以
外
の
肝
硬
変
で
あ
っ
て
同
号
イ
に
該
当
す
る
こ
と
。

五

慢
性
Ｂ
型
肝
炎

六
月
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
二
回
の
血
液
学
的
検
査
を
行
っ
た
結
果
、
い
ず
れ
の
検
査
結
果
に
お
い

て
も
、
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
に
起
因
し
て
、
Ａ
Ｌ
Ｔ
（
Ｇ
Ｐ
Ｔ
）
値
が
当
該
Ａ
Ｌ
Ｔ
（
Ｇ
Ｐ
Ｔ
）
値
の
基
準
値
（
血
液
学

的
検
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
に
記
載
さ
れ
た
値
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
上
回
る
場
合
（
当
該

二
回
の
血
液
学
的
検
査
の
間
隔
が
相
当
程
度
長
い
場
合
又
は
当
該
二
回
の
血
液
学
的
検
査
の
間
に
Ａ
Ｌ
Ｔ
（
Ｇ
Ｐ
Ｔ
）
値

が
当
該
Ａ
Ｌ
Ｔ
（
Ｇ
Ｐ
Ｔ
）
値
の
基
準
値
以
下
で
あ
る
こ
と
を
疑
わ
せ
る
検
査
結
果
が
あ
る
等
の
特
段
の
事
情
が
あ
る
場

合
を
除
く
。
）
。

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
の
ほ
か
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
病
態
に
つ
い
て
は
、
診
療
録
、
診
断
書
そ
の
他
の
記
録
に
基
づ

き
、
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
医
学
的
知
見
を
踏
ま
え
て
総
合
的
に
判
断
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

３

法
第
六
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
慢
性
Ｂ
型
肝
炎
の
治
療
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

天
然
型
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
―
ア
ル
フ
ァ
製
剤
等
（
当
該
医
薬
品
の
添
付
文
書
（
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百

四
十
五
号
）
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
医
薬
品
に
添
付
す
る
文
書
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
当



八
頁

該
医
薬
品
の
効
能
又
は
効
用
と
し
て
、
「
Ｈ
Ｂ
ｅ
抗
原
陽
性
で
か
つ
Ｄ
Ｎ
Ａ
ポ
リ
メ
ラ
ー
ゼ
陽
性
の
Ｂ
型
慢
性
活
動
性
肝

炎
の
ウ
イ
ル
ス
血
症
の
改
善
」
と
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
治
療

二

核
酸
ア
ナ
ロ
グ
製
剤
（
当
該
医
薬
品
の
添
付
文
書
に
お
い
て
、
当
該
医
薬
品
の
効
能
又
は
効
用
と
し
て
、
「
Ｂ
型
肝
炎

ウ
イ
ル
ス
の
増
殖
を
伴
い
肝
機
能
の
異
常
が
確
認
さ
れ
た
Ｂ
型
慢
性
肝
疾
患
に
お
け
る
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
の
増
殖
抑
制

」
と
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
治
療

三

免
疫
調
整
薬
に
よ
る
治
療
で
あ
っ
て
、
慢
性
Ｂ
型
肝
炎
の
治
療
を
目
的
と
す
る
ス
テ
ロ
イ
ド
リ
バ
ウ
ン
ド
療
法
又
は
プ

ロ
パ
ゲ
ル
ニ
ウ
ム
製
剤
の
内
服
に
よ
る
も
の

（
訴
訟
手
当
金
の
対
象
と
な
る
検
査
等
）

第
八
条

法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
検
査
に
要
す
る
費
用
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
費
用
と
す

る
。

一

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
及
び
当
該
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
の
母
に
係
る
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
の
塩

基
配
列
を
比
較
す
る
た
め
の
検
査
で
あ
っ
て
、
当
該
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
が
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

母
子
感
染
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
に
要
す
る
費
用
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
母
の
塩
基
配
列
検
査
費



九
頁

用
」
と
い
う
。
）

二

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
の
父
に
係
る
血
液
学
的
検
査
に
要
す
る
費
用
並
び
に
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染

者
及
び
当
該
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
の
父
に
係
る
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
の
塩
基
配
列
を
比
較
す
る
た
め
の
検
査

に
要
す
る
費
用
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
父
の
塩
基
配
列
検
査
費
用
」
と
い
う
。
）

三

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
に
係
る
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
の
遺
伝
子
型
の
検
査
に
要
す
る
費
用
（
次
条
第
一
項
に

お
い
て
「
遺
伝
子
型
検
査
費
用
」
と
い
う
。
）

（
訴
訟
手
当
金
の
額
）

第
九
条

法
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
訴
訟
手
当
金
の
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
検
査
費

用
ご
と
に
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
金
額
と
す
る
。

検
査
費
用

金
額

一

母
の
塩
基
配
列
検
査
費
用

六
万
三
千
円

二

父
の
塩
基
配
列
検
査
費
用

六
万
五
千
円

三

遺
伝
子
型
検
査
費
用
の
う
ち
、
保
険
適
用
外
遺
伝
子
型
検
査
費
用
（
健
康
保
険
法
（
大
正
十

八
千
五
百
円



一
〇
頁

一
年
法
律
第
七
十
号
）
、
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
、
国
家
公
務
員
共

済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
。
他
の
法
律
に
お
い
て
準
用
し
、
又
は
例
に

よ
る
場
合
を
含
む
。
）
、
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
、
地
方

公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
又
は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
（
以
下
「
社
会
保
険
各
法
」
と
い
う
。
）

の
規
定
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
を
受
け
な
か
っ
た
場
合
の
検
査
費
用
（
当
該
給
付
を
受
け

な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
領
収
書
そ
の
他
の
検
査
費
用
の
額
が
記
載
さ
れ
た
書
類
を
保
存
し
て

い
る
場
合
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
亜
型
を
判
別
す
る
た
め

の
検
査
費
用
を
除
く
。
）

四

遺
伝
子
型
検
査
費
用
の
う
ち
、
保
険
適
用
外
遺
伝
子
型
検
査
費
用
以
外
の
検
査
費
用
（
亜
型

二
千
三
百
円

を
判
別
す
る
た
め
の
検
査
費
用
を
除
く
。
）

五

遺
伝
子
型
検
査
費
用
の
う
ち
、
亜
型
を
判
別
す
る
た
め
の
検
査
費
用

一
万
五
千
円

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
確
定
判
決
等
の
判
決
書
等
に
お
い
て
前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
検
査
費
用
に
つ
い
て
同



一
一
頁

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
金
額
と
異
な
る
金
額
を
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
又
は
そ
の
相
続
人
に
支
払
う
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
場
合
は
、
支
払
基
金
は
、
当
該
確
定
判
決
等
の
判
決
書
等
の
金
額
を
支
払
う
も
の
と
す
る
。

（
追
加
給
付
金
の
請
求
）

第
十
条

法
第
九
条
の
追
加
給
付
金
（
以
下
「
追
加
給
付
金
」
と
い
う
。
）
の
支
給
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条

及
び
次
条
に
お
い
て
「
請
求
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
署
名
又
は
記
名
押
印
し
た
請
求

書
を
支
払
基
金
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

請
求
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先

二

請
求
者
（
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
の
相
続
人
を
除
く
。
）
の
性
別
及
び
生
年
月
日

三

請
求
者
が
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
の
相
続
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者

の
氏
名
、
性
別
及
び
生
年
月
日

四

判
決
確
定
日
等

五

確
定
判
決
等
を
得
た
裁
判
所
名
、
裁
判
所
の
事
件
番
号
及
び
原
告
の
番
号
（
当
該
原
告
に
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合

に
限
る
。
）



一
二
頁

六

振
込
み
を
希
望
す
る
金
融
機
関
の
名
称
及
び
口
座
番
号

七

請
求
年
月
日
及
び
請
求
金
額

八

代
理
人
に
よ
っ
て
請
求
す
る
と
き
は
、
当
該
代
理
人
に
委
任
し
た
事
項
、
当
該
代
理
人
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
又
は

所
在
地
、
電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先
そ
の
他
必
要
な
事
項

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
そ
の
他
必
要
な
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
が
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス

に
起
因
し
て
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
医
師
の
診
断

書
（
様
式
第
一
号
）

二

住
民
票
の
写
し
そ
の
他
の
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
が
死
亡
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
請
求
者
と
当
該
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感

染
者
と
の
身
分
関
係
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

３

第
五
条
第
三
項
の
規
定
は
、
追
加
給
付
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
提
出
す
る
書
類
に
つ
い
て
準

用
す
る
。



一
三
頁

（
追
加
給
付
金
の
額
の
通
知
）

第
十
一
条

支
払
基
金
は
、
追
加
給
付
金
を
支
給
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
請
求
者
に
対
し
、
そ
の
額
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

支
払
基
金
は
、
追
加
給
付
金
の
振
込
み
の
手
続
を
し
た
場
合
に
は
、
請
求
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
定
期
検
査
）

第
十
二
条

法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
検
査
（
以
下
「
定
期
検
査
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
定
期
検
査
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
検
査
項
目
の
区
分
に
応
じ
、
一
年
に

つ
き
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
回
数
を
限
度
と
し
て
実
施
す
る
。

定
期
検
査

検
査
項
目

回
数

血
液
学
的
検
査

赤
血
球
数
、
白
血
球
数
、
血
色
素
（
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
）
測
定
、
ヘ
マ
ト
ク
リ
ッ
ト

四
回

値
、
血
小
板
数
、
末

梢

血
液
像
、
プ
ロ
ト
ロ
ン
ビ
ン
時
間
測
定
、
活
性
化
ト
ロ
ン

し
よ
う

ボ
プ
ラ
ス
チ
ン
時
間
測
定
、
Ａ
Ｓ
Ｔ
（
Ｇ
Ｏ
Ｔ
）
、
Ａ
Ｌ
Ｔ
（
Ｇ
Ｐ
Ｔ
）
、
Ａ
Ｌ



一
四
頁

Ｐ
、
γ
―
Ｇ
Ｔ
Ｐ
（
γ
―
Ｇ
Ｔ
）
、
総
ビ
リ
ル
ビ
ン
、
直
接
ビ
リ
ル
ビ
ン
、
総
蛋

白
、
ア
ル
ブ
ミ
ン
、
Ｃ
ｈ
Ｅ
、
Ｚ
Ｔ
Ｔ
、
総
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
、
Ａ
Ｆ
Ｐ
、
Ｐ
Ｉ

Ｖ
Ｋ
Ａ
―
Ⅱ
、
Ｈ
Ｂ
ｅ
抗
原
、
Ｈ
Ｂ
ｅ
抗
体
、
Ｈ
Ｂ
Ｖ
―
Ｄ
Ｎ
Ａ

画
像
検
査

腹
部
エ
コ
ー

四
回

造
影
Ｃ
Ｔ
若
し
く
は
造
影
Ｍ
Ｒ
Ｉ
又
は
単
純
Ｃ
Ｔ
若
し
く
は
単
純
Ｍ
Ｒ
Ｉ

二
回

（
定
期
検
査
費
及
び
定
期
検
査
手
当
の
請
求
）

第
十
三
条

法
第
十
二
条
第
一
項
の
定
期
検
査
費
（
以
下
「
定
期
検
査
費
」
と
い
う
。
）
又
は
法
第
十
五
条
第
一
項
の
定
期
検

査
手
当
（
以
下
「
定
期
検
査
手
当
」
と
い
う
。
）
の
支
給
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て

「
請
求
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
署
名
又
は
記
名
押
印
し
た
請
求
書
を
支
払
基
金
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

請
求
者
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先

二

判
決
確
定
日
等

三

確
定
判
決
等
を
得
た
裁
判
所
名
、
裁
判
所
の
事
件
番
号
及
び
原
告
の
番
号
（
当
該
原
告
に
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合



一
五
頁

に
限
る
。
）

四

振
込
み
を
希
望
す
る
金
融
機
関
の
名
称
及
び
口
座
番
号

五

請
求
年
月
日
及
び
請
求
金
額

六

代
理
人
に
よ
っ
て
請
求
す
る
と
き
は
、
当
該
代
理
人
に
委
任
し
た
事
項
、
当
該
代
理
人
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
又
は

所
在
地
、
電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先
そ
の
他
必
要
な
事
項

七

当
該
定
期
検
査
費
又
は
定
期
検
査
手
当
の
支
給
の
請
求
に
係
る
定
期
検
査
の
内
容
及
び
定
期
検
査
に
要
し
た
費
用
の
額

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
そ
の
他
必
要
な
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

領
収
書
そ
の
他
の
定
期
検
査
に
要
し
た
費
用
の
額
が
記
載
さ
れ
た
書
類

二

法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
定
期
検
査
費
等
受
給
者
証
（
以
下
「
受
給
者
証
」

と
い
う
。
）
の
写
し
（
請
求
者
に
受
給
者
証
が
交
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

三

社
会
保
険
各
法
以
外
の
法
令
（
条
例
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
定
期
検
査
に
関
す
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
場
合

で
あ
っ
て
当
該
給
付
が
行
わ
れ
た
と
き
に
は
、
当
該
給
付
の
額
及
び
そ
の
対
象
の
範
囲
が
記
載
さ
れ
た
書
類

３

第
五
条
第
三
項
の
規
定
は
、
定
期
検
査
費
及
び
定
期
検
査
手
当
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
提
出
す



一
六
頁

る
書
類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４

支
払
基
金
は
、
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
無
症
候
性
持
続
感
染
者
が
定
期
検
査
に
関
し
同
項
に
規
定
す
る

保
険
医
療
機
関
等
に
支
払
う
べ
き
費
用
を
、
当
該
特
定
無
症
候
性
持
続
感
染
者
に
代
わ
り
、
当
該
保
険
医
療
機
関
等
に
支
払

っ
た
と
き
（
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
受
け
た
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
が
、
当
該
費
用
を
支
払
っ
た

と
き
を
含
む
。
）
は
、
そ
の
支
払
が
あ
っ
た
日
に
、
請
求
者
か
ら
第
一
項
に
規
定
す
る
定
期
検
査
手
当
の
支
給
の
請
求
が
さ

れ
た
も
の
と
み
な
し
、
年
を
単
位
と
し
て
定
期
検
査
二
回
ま
で
に
限
り
、
当
該
定
期
検
査
手
当
を
請
求
者
に
支
給
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
母
子
感
染
防
止
医
療
）

第
十
四
条

法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
検
査
又
は
血
液
製
剤
若
し
く
は
ワ
ク
チ
ン
の
投
与
（

以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
母
子
感
染
防
止
医
療
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
母
子
感
染
防
止
医
療
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
無
症
候
性
持

続
感
染
者
の
子
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
「
特
定
無
症
候
性
持
続
感
染
者
の
子
」
と
い
う
。
）
一

人
に
つ
き
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
回
数
を
限
度
と
し
て
実
施
す
る
。



一
七
頁

母
子
感
染
防
止
医
療

回
数

法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
無
症
候
性
持
続
感
染
者
（
以
下
「
特
定
無
症
候
性
持

一
回

続
感
染
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
Ｈ
Ｂ
ｅ
抗
原
及
び
Ｈ
Ｂ
ｅ
抗
体
の
血
液
学
的
検
査

特
定
無
症
候
性
持
続
感
染
者
の
子
に
対
す
る
Ｈ
Ｂ
ｓ
抗
原
の
血
液
学
的
検
査

二
回

特
定
無
症
候
性
持
続
感
染
者
の
子
に
対
す
る
Ｈ
Ｂ
ｓ
抗
体
の
血
液
学
的
検
査

一
回

特
定
無
症
候
性
持
続
感
染
者
の
子
に
対
す
る
グ
ロ
ブ
リ
ン
の
投
与

二
回

特
定
無
症
候
性
持
続
感
染
者
の
子
に
対
す
る
ワ
ク
チ
ン
の
投
与

三
回

（
母
子
感
染
防
止
医
療
費
の
請
求
）

第
十
五
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
母
子
感
染
防
止
医
療
費
（
以
下
「
母
子
感
染
防
止
医
療
費
」
と
い
う
。
）
の
支
給
を
請
求

し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
請
求
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
署
名
又

は
記
名
押
印
し
た
請
求
書
を
支
払
基
金
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

請
求
者
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先

二

判
決
確
定
日
等



一
八
頁

三

確
定
判
決
等
を
得
た
裁
判
所
名
、
裁
判
所
の
事
件
番
号
及
び
原
告
の
番
号
（
当
該
原
告
に
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合

に
限
る
。
）

四

振
込
み
を
希
望
す
る
金
融
機
関
の
名
称
及
び
口
座
番
号

五

請
求
年
月
日
及
び
請
求
金
額

六

代
理
人
に
よ
っ
て
請
求
す
る
と
き
は
、
当
該
代
理
人
に
委
任
し
た
事
項
、
当
該
代
理
人
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
又
は

所
在
地
、
電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先
そ
の
他
必
要
な
事
項

七

当
該
母
子
感
染
防
止
医
療
費
の
支
給
の
請
求
に
係
る
母
子
感
染
防
止
医
療
の
内
容
及
び
母
子
感
染
防
止
医
療
に
要
し
た

費
用
の
額

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
そ
の
他
必
要
な
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

領
収
書
そ
の
他
の
母
子
感
染
防
止
医
療
に
要
し
た
費
用
の
額
が
記
載
さ
れ
た
書
類

二

特
定
無
症
候
性
持
続
感
染
者
の
子
に
係
る
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本

三

社
会
保
険
各
法
以
外
の
法
令
（
条
例
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
母
子
感
染
防
止
医
療
に
関
す
る
給
付
が
行
わ
れ
る

べ
き
場
合
で
あ
っ
て
当
該
給
付
が
行
わ
れ
た
と
き
に
は
、
当
該
給
付
の
額
及
び
そ
の
対
象
の
範
囲
が
記
載
さ
れ
た
書
類



一
九
頁

３

第
五
条
第
三
項
の
規
定
は
、
母
子
感
染
防
止
医
療
費
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
提
出
す
る
書
類
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

（
世
帯
内
感
染
防
止
医
療
）

第
十
六
条

法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
検
査
又
は
ワ
ク
チ
ン
の
投
与
（
以
下
「
世
帯
内
感
染

防
止
医
療
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
世
帯
内
感
染
防
止
医
療
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
法

第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
無
症
候
性
持
続
感
染
者
の
同
一
世
帯
所
属
者
（
次
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
「
特
定

無
症
候
性
持
続
感
染
者
の
同
一
世
帯
所
属
者
」
と
い
う
。
）
一
人
に
つ
き
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
回
数
を
限
度
と
し
て
実
施

す
る
。

世
帯
内
感
染
防
止
医
療

回
数

ワ
ク
チ
ン
を
投
与
す
る
前
の
血
液
学
的
検
査
（
Ｈ
Ｂ
ｓ
抗
原
、
Ｈ
Ｂ
ｓ
抗
体
及
び

一
回

Ｈ
Ｂ
ｃ
抗
体
の
検
査
に
限
る
。
）

ワ
ク
チ
ン
を
投
与
し
た
後
の
血
液
学
的
検
査
（
Ｈ
Ｂ
ｓ
抗
体
の
検
査
に
限
る
。
）

一
回

ワ
ク
チ
ン
の
投
与

三
回
（
当
該
ワ
ク
チ
ン
を
三
回
投



二
〇
頁

与
し
た
後
、
当
該
特
定
無
症
候
性

持
続
感
染
者
の
同
一
世
帯
所
属
者

に
Ｈ
Ｂ
ｓ
抗
体
が
確
認
さ
れ
な
か

っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
四
回
）

（
世
帯
内
感
染
防
止
医
療
費
の
請
求
）

第
十
七
条

法
第
十
四
条
第
一
項
の
世
帯
内
感
染
防
止
医
療
費
（
以
下
「
世
帯
内
感
染
防
止
医
療
費
」
と
い
う
。
）
の
支
給
を

請
求
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
請
求
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
署

名
又
は
記
名
押
印
し
た
請
求
書
を
支
払
基
金
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

請
求
者
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先

二

判
決
確
定
日
等

三

確
定
判
決
等
を
得
た
裁
判
所
名
、
裁
判
所
の
事
件
番
号
及
び
原
告
の
番
号
（
当
該
原
告
に
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合

に
限
る
。
）

四

振
込
み
を
希
望
す
る
金
融
機
関
の
名
称
及
び
口
座
番
号



二
一
頁

五

請
求
年
月
日
及
び
請
求
金
額

六

代
理
人
に
よ
っ
て
請
求
す
る
と
き
は
、
当
該
代
理
人
に
委
任
し
た
事
項
、
当
該
代
理
人
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
又
は

所
在
地
、
電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先
そ
の
他
必
要
な
事
項

七

当
該
世
帯
内
感
染
防
止
医
療
費
の
支
給
の
請
求
に
係
る
世
帯
内
感
染
防
止
医
療
の
内
容
及
び
世
帯
内
感
染
防
止
医
療
に

要
し
た
費
用
の
額

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
そ
の
他
必
要
な
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

領
収
書
そ
の
他
の
世
帯
内
感
染
防
止
医
療
に
要
し
た
費
用
が
記
載
さ
れ
た
書
類

二

住
民
票
の
写
し
（
世
帯
内
感
染
防
止
医
療
を
受
け
た
特
定
無
症
候
性
持
続
感
染
者
の
同
一
世
帯
所
属
者
の
氏
名
が
記
載

さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
そ
の
他
の
世
帯
内
感
染
防
止
医
療
を
受
け
た
者
が
特
定
無
症
候
性
持
続
感
染
者
の
同
一
世

帯
所
属
者
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
書
類

三

社
会
保
険
各
法
以
外
の
法
令
（
条
例
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
世
帯
内
感
染
防
止
医
療
に
関
す
る
給
付
が
行
わ
れ

る
べ
き
場
合
で
あ
っ
て
当
該
給
付
が
行
わ
れ
た
と
き
に
は
、
当
該
給
付
の
額
及
び
そ
の
対
象
の
範
囲
が
記
載
さ
れ
た
書
類

３

第
五
条
第
三
項
の
規
定
は
、
世
帯
内
感
染
防
止
医
療
費
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
提
出
す
る
書
類



二
二
頁

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
定
期
検
査
費
等
の
支
給
）

第
十
八
条

支
払
基
金
は
、
毎
年
、
特
定
無
症
候
性
持
続
感
染
者
に
対
し
、
定
期
検
査
費
、
定
期
検
査
手
当
、
母
子
感
染
防
止

医
療
費
又
は
世
帯
内
感
染
防
止
医
療
費
（
次
条
に
お
い
て
「
定
期
検
査
費
等
」
と
い
う
。
）
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

（
定
期
検
査
費
等
の
額
の
通
知
）

第
十
九
条

支
払
基
金
は
、
定
期
検
査
費
等
を
支
給
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
定
期
検
査
費
等
の
支
給
を
請
求
し
た
者
に
対
し
、

そ
の
額
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

支
払
基
金
は
、
定
期
検
査
費
等
の
振
込
み
の
手
続
を
し
た
場
合
に
は
、
定
期
検
査
費
等
の
支
給
を
請
求
し
た
者
に
対
し
、

そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
受
給
者
証
の
様
式
）

第
二
十
条

受
給
者
証
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
受
給
者
証
の
交
付
の
請
求
）

第
二
十
一
条

受
給
者
証
の
交
付
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
特
定
無
症
候
性
持
続
感
染
者
（
第
一
号
及
び
第
二
号
に
お
い
て
「
請



二
三
頁

求
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
署
名
又
は
記
名
押
印
し
た
請
求
書
を
支
払
基
金
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

請
求
者
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先

二

請
求
者
が
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
の
被
保
険
者
の
氏
名
そ
の
他
の
当
該
医
療
保
険
に
関
す
る
事
項

三

判
決
確
定
日
等

四

確
定
判
決
等
を
得
た
裁
判
所
名
、
裁
判
所
の
事
件
番
号
及
び
原
告
の
番
号
（
当
該
原
告
に
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合

に
限
る
。
）

五

振
込
み
を
希
望
す
る
金
融
機
関
の
名
称
及
び
口
座
番
号

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
そ
の
他
必
要
な
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
項
の
請
求
に
係
る
確
定
判
決
等
の
判
決
書
等
の
正
本
又
は
謄
本

二

住
民
票
の
写
し
そ
の
他
の
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（
氏
名
等
の
変
更
）

第
二
十
二
条

特
定
無
症
候
性
持
続
感
染
者
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ



二
四
頁

た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
変
更
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類
を
支
払
基
金
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
書
類
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
項
の
変
更
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二

受
給
者
証
（
氏
名
又
は
住
所
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。
）

３

支
払
基
金
は
、
特
定
無
症
候
性
持
続
感
染
者
の
氏
名
又
は
住
所
の
変
更
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は

、
受
給
者
証
に
氏
名
又
は
住
所
の
変
更
に
係
る
記
載
を
行
い
、
こ
れ
を
当
該
特
定
無
症
候
性
持
続
感
染
者
に
返
還
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
受
給
者
証
の
再
交
付
）

第
二
十
三
条

特
定
無
症
候
性
持
続
感
染
者
は
、
受
給
者
証
を
破
り
、
汚
し
、
又
は
失
っ
た
と
き
は
、
支
払
基
金
に
そ
の
再
交

付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

特
定
無
症
候
性
持
続
感
染
者
は
、
前
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
再

交
付
申
請
書
を
支
払
基
金
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

特
定
無
症
候
性
持
続
感
染
者
の
氏
名
及
び
住
所



二
五
頁

二

公
費
負
担
医
療
の
受
給
者
番
号

三

申
請
の
理
由

３

受
給
者
証
を
破
り
、
又
は
汚
し
た
場
合
の
第
一
項
の
申
請
に
は
、
同
項
の
申
請
書
に
、
そ
の
受
給
者
証
を
添
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

４

受
給
者
証
の
再
交
付
を
受
け
た
後
、
失
っ
た
受
給
者
証
を
発
見
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
を
支
払
基
金
に
返
還
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
受
給
者
証
の
返
還
）

第
二
十
四
条

特
定
無
症
候
性
持
続
感
染
者
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
そ
の
者
又
は
戸
籍
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
死
亡
の
届
出
義
務
者
は
、
速
や
か
に
、
受
給
者
証
を
支
払
基
金
に
返
還

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

追
加
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
と
き
。

二

死
亡
し
た
と
き
。

（
定
期
検
査
費
及
び
母
子
感
染
防
止
医
療
費
の
支
給
の
特
例
）



二
六
頁

第
二
十
五
条

法
第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
病
院
又
は
診
療
所
は
、
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
医
療
機
関
と
す
る
。

（
損
害
の
塡
補
を
受
け
た
場
合
の
届
出
）

第
二
十
六
条

法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
、
国
に
よ
り
損
害
の
塡
補
が
さ
れ
た
場
合
（
法
の
施
行
前
に
、
既
に
国
に
よ
り
損

害
の
塡
補
が
さ
れ
て
い
る
場
合
を
含
む
。
）
は
、
そ
の
受
け
た
損
害
賠
償
そ
の
他
の
給
付
等
の
額
及
び
そ
の
内
容
を
記
載
し

た
書
類
を
支
払
基
金
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
身
分
証
明
書
の
様
式
）

第
二
十
七
条

法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
証
明
書
は
、
様
式
第
三
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
証
明
書
は
、
様
式
第
四
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３

法
第
三
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
証
明
書
は
、
様
式
第
五
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）



二
七
頁

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律

第
百
二
十
六
号
。
次
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
一
月
十
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
請
求
に
係
る
特
例
）

第
二
条

法
の
公
布
後
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
支
払
基
金
に
対
し
て
行
わ
れ
た
請
求
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
は
、
法
及
び
こ

の
省
令
中
こ
れ
に
相
当
す
る
規
定
が
あ
る
場
合
に
は
、
法
及
び
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。


